
l I 車日本大震良からの醒興に向けて |

1 復興財源について

(I)附税を災施ーする場合の湖川

・ 捜災からの復興財滋は、今を J~に!tきる段々が、夜々 の賞任に

おいてfH出することを大前提とすべきである。

・まず不繁不主の歳UI見直しと鰐駄の削減を徹底的に実施し、そ

れでも財源が不足する場合には、臨時的なm説もやむを仰ない

ものと考える。

• '0税を実施する場合には l可民の痩鮮を 1!~たつえで復興後の続

il'iのJ1(荷にならないよう縦力短期とすべきであり またその開

始時期も民公への量管に i分配慮する必要がある。

包)榊悦椛目についての留意点

・困内政業の空洞化や扇'"、消費へ懇彫容を及ぼす恐れから、所

得弘法人視の路線には間銀がある。説創製被と安定也さら

に殺気に対する中立性の観点から消費説が最も泊していると考

える。

その場合、 il'l:tt悦m艇は敏災者も同等に負担することになるた

め、何らかの配~的なj ，"j低を講じるなどの必要がある。

2 震災復興に向けた各種支慢の鎗禿

(I)被災地企業の法人伎を一定期間、減免

ω)回定資産艇の弾力的E昼間

。)特区c創投

lH 社会保障と担の一 体改革i

1 社会保障制度に対する基本的考え方

・わがl司の社会保障制度は先進閣のなかでは「中福祉」に位置し、

国民負担率は米国に次<"r低負担jである。

・この『総HJと f負担j をパラ〆ス させるためには既存の給i1--tの

あり方を見直すとともに、負担についても r'l'fl担jにする必要

があり、またその財源は安定的でなければならない。

(I)財政劫z字を加えた滑在的lY民負組事は、将来にわたり50%松

度にとどめるべきである。そのためには f自助」と「公助」

の役割分担や、給付の効率化も桜めて重援になる。

(2)社会保附の安定財源としては 政ff.fの 体改革案治示したよ

うに消費一般に広く公平に11犯を求め、治つ悦収治ザt気に左

右されにくい消費税が適しており その悦率の段附的引き上

げはやむを符ないと考える。似し、国民に負担t慢を求めるた

めには、行財政改革のさらなる徹底は不可欠であり、かっF.¥

気への l分な配慮がされるなど閤民各府の合広をfゆるための

努力が必要であることは言うまでも会い.

(幻企業への温度な保険料負担を抑え 経済成長を問答 しないよ

うな社会保障制度6確立が求められる。

2 財政健全化に向けて

(I)財政選管戦時にある健全化 IH震を11~(ニ途成すべき.

(2)闘債の日1i2錐保は極めて重要。

3 待財政治葱の徹底

・3建災復興と社会保胸誌の財源雌i棋のためには r"視やむなしJとす

るがそれは岡地方においでぎりぎりまでの行財政改革が行わ

れることを削機としている。

・しかしながら 改革の取組は極めて不f分であ句 もはや改革の

先送りは併されない。国会地方議会は!!I民に術みを求める前に、

まず自ら身を削る覚怖を示すことが必要であるa

-直ちに、以下のgl'i施策について期限を定めて改革を断行するよう

求める。

0)困地方における議員定数の削減、歳費の抑制

(2)阿地方公務貝の人貝削減、人件測の抑制

(3)特訓余計と独立行政法人の見直しによる無駄の削減

(1)民間活力を悶告する各傾製制は大胆に改騰 し、民間にできる

ことは民川に任せ成授につなげる

4 税制の総本改革のあり方

所得、消費 資産の拠視パラ/スを凶ると同時に、同際聞の鮮許

取引の'"大や多機化の観点、諸外国の~(税政策等との国際的盤合性、

成長と属mを剣山するという拠点絡を路まえることが箆要。特に、

法メ械Jり改怖は喫緊の課題。

5 共通番号制度の阜期羽入

以ドの点を防まえた上で早矧導入に向け揃徳的な検討を進め

るよう求める。

0)制度の創設維持にかかるコストのt阿佐化

包)税務自鰍などプライパシー保護のための法1際協
。)税務ifiiのみならず社会保隊分野にも1品川するなど納説者の利

便l旬ょに配慮

|四 位前活性化と中小企革対龍 |

1 法人税率~引き下げ

-アジア 以州各国では、 近年、 回路線争力の強化や外国資本の~

致などを図るため法人税率の引きトげが行われており わが同

との税率較差が鉱大している。

・また、年々社会保険料が引きょげられていく状況を加味すると

企業の負担感は向ま っており、こうした状泌が続けば、国内企寮

の海外移転が4経過され 属fffの悪影響 さらには経涜全体の衰過

につながる恐れがある。

(I)平成田年度後制改正a総に盛り込まれた法人災劾線路"もヲl

き下げはil案通りの成立を求める.



位)法人様車のさらなる引き下げにより、早期に欧州 アジア玄

要回並みの30%以下の袋幼続車とするよう求める.

2. ..象継様"の館充

・わが回の金泰のJ<訴を占める中4企a震は、地繊経務のt首位化、蔵

mの磁保会どに大き〈針献して"旬、経iIIの製併を支える1t要な

存准である.その'1りト企'"が相続艇のA但等4こより事寮が承継で

きなくなることは. "窓経済に大きな側失を与えるものである.

・平成2'年度侵制改正で網開置された相続飽 贈与援の納視績予制度

は、その趨111慶件が厳し<1>起きれ、般極的な利用が園慢との，.

が多い、

(J)納後省予制度の要件緩和と充実

叫視艇外相k継に討する術慣の鋼段

句)r事寒川資巌をー般資産と区分し、事寮m資量産の課後 を軽減あ

るいは免除する」本締約な'"察泳緯観劇の剣依

3 同t，j企鍵の活性化に資する税制帰置

わが凶経済の俗であり、また、地，.経済の担い乎である中小企繋

が時代や環境の夜イヒ 特iニグローパル化の流れの中で、その都在を

傭保し、祉会経;~へのf1献を続けることができるような税制の組立

を求める.

(1)中小企寮の統制昨本新など経済活性化に資する指抵の本県 ヒ

回交際費疎艇の見直し

α)役員給与の制金算入鉱光

|JV. 固と地方のありJil

・わが国の中央集権的システムは維部社会の現状に適合しな〈なっ

ており、行財政闘の亦効岬化のみならず、地，.経読の活性化をも

阻替するに至っている.そういう愈味で地方分権は必然的流れで

あるが、その際にはまず由と婚1;の役柄分担を明健ltし、畿財政

や行政のあり方を考えねばならない.

・ 固と旭方は行政~狙う fI恨の耐鎗』 であり、一方だけに負担金偏

らせることがあってはなら会も、閣の財政が旭方よりはるかに悪

化している攻出金考えれぽ、いかに鎗方が悶依存から鹿却し、自立

自助の体質を構築するかが1t寮である.

(J)広波行政による効率化の雌点から道州制の樽入について検討

すべき.

(2)さらなる市町村合併を雛過すると共に、織貝定数削減や行政

のスリム化などの合併メリットを追求すべき.

。)地方公務u給与は、 1!1家公務貝給与と比べると依然としてそ

の水市i志向〈、適正水;~への l止正が必要.
(心地方限会は、火山いスリム化し、より車内説者の説 lkに立って

行政に対するチェック惚能を，.たすべき.

句)池方交付般を中心とした三位ー体改革合さらに進めると何時

に 適正な際彼自主織を鎗仰すべき.

/ 

庄三玉E
1 環境問題に対する税胴上の対応

2 納説..鳴の聾備

3 組税数宵の充実

学佼依すYはもとより 社会全体で翻雌教育Eこ取り組み、納観意.

の高備を鴎ってい〈ことが必要.

ー・圃圃圃邑凪三幽越国組温厄孟E・-
1 既得校関係

(1)所得般のあり1;
!Jit1&としての財胤剖i盤機能を閥復するためにも 所得製住

'"拠は広〈同県全体で負担していくものとすべき.

(2)各線筏防御IJItQ')'-:JJ. 統合

Ir.t'-Gおの監理型 合".化を図るとの似点から凡直しを優先すべ~ .
(3)少子化対策

(川金憎1刑事ー体課税

2 浩人税関係

(J)同談合祉のfiI¥l!金課後制度の礎止

(2) r中小企IU1'に対する法人様率の特例jの適用範凶見直しは不要

3 相続税錨与制関係

(1)相鋭拠の課磁強化は行うべきではない

(2)附与拠は鍵演の活性化に資するよう見直すべき

4 消費桜関係

(J)わが闘の危機的な財政状況を考慮すると、剤.1処撃の引き上げ

はやむを得ないが、行財政改I/iの徹底、歳出入の見直しが前後

であり、かっその笑血臨時期はま買気への配慮が必襲.

(2)剤費観を社会保障目的艇とすることは償震であるべき

(3) 当面は単-.tIt~院が温ましい

(.) irJR&の渇納防止

5 勉n観，111¥係

(1)胤定資直後の彼本的見直しを求める

(2)事衆所後'"ニ窓際観であ旬、廃止を求める

(3)市町村氏磁の超過限艇は課伎の公平を欠くため解消すべき

(.)世 人に対する安易な法定外目的艇は課すべきでない

6 その他

(1)配当に対するニJRI壊後の排除

(2)電子 '1'併について

ー婦の利便伎を筒めるとともに、地方伎の竜二j'-1I1告 (cLTAX) 

とのー体化の検肘 イ〆センティプとしての法人 個人に対す

る悩常的会後額披除制度の~j股等の税制佃置を求める.


